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公の施設の使用料等改定に対するパブリックコメントの実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

令和３年 12 月１日（水曜日）から令和４年１月４日（火曜日）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  ３人 

(2) 意見の件数       ３件 

(3) 案に反映した意見の数  ０件 

 

３ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 
反映し

たもの 

1 

値上げしすぎではないか。そ

れぞれの施設をよく利用してい

る団体やグループにヒアリング

とかしているのか。公共施設と

はいえ、専門性の高い種目につ

いては、特定の人たちがメイン

で使い、他の大多数の市民は使

わないと考えるので、その人た

ちの意見を聞かないのはよろし

くないのではないか。パブコメ

をやったから良いということで

はないと思います。 

受益者負担については、公の

施設について、施設の利用者と

未利用者における負担の公平性

を確保するため、施設利用者に

は、受益（施設利用）の対価と

して、相応の使用料の負担を求

めるべきであるという考え方で

す。 

なお、使用料等改定の検討に

当たりましては、施設を利用し

ていない方を含めた市民の皆様

との意見交換会を実施するほ

か、審議会での審議を経て、パ

ブリックコメントを実施し、市

民の皆様から御意見を伺いなが

ら検討を行っています。 

 

2 

弓道場の使用料についてで

す。改定後の金額が 700 円とあ

りますが、本当に近隣自治体の

使用料を参考にしているのでし

ょうか。東町スポーツセンター

が使用できない場合に使用が考

えられる近隣自治体の弓道場の

専用使用金額を見ると、伊勢

原：300 円、海老名：400 円、

使用料の見直しに当たって

は、維持管理経費に対する貸室

コスト（使用料基礎額）を基

に、他市の同類施設の料金との

比較を行いながら、使用料等の

改定の必要性について検討を行

っています。 

東町スポーツセンター弓道場

については、使用料基礎額が改
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座 間：600 円、秦 野：800

円、大 和：700 円であり、５

施設平均で 560 円となります。

東町の弓道場占用使用料 410 円

も含めて平均額を算出しても６

施設平均で 535 円となります。

700 円の算出根拠は何ですか。

第１武道場・第２武道場の金額

と意図的に揃えているようにし

か見えません。比較検討として

海老名 400 円と秦野 800 円が挙

がっていますが、この２施設の

平均を計算しても 600 円です。

700 円とした算出根拠・参考材

料とするには説明が立たないの

ではないでしょうか。 

定（素案）でお示ししている

700 円を上回っていることか

ら、他市の同類施設の料金との

比較を行いながら、施設全体の

料金設定のバランスも考慮し、

700 円に設定したものです。 

なお、今回のパブリックコメ

ントでお示ししているとおり、

使用料等改定の必要性はあるも

のの、現在の社会情勢は、新型

コロナウイルス感染症拡大によ

り影響を受けた方々への給付等

の支援や社会経済活動の正常化

に向けた経済対策が行われてお

り、このような状況において

は、使用料等を改定する時期で

はないと判断し、令和３年度に

ついては使用料等の改定を行わ

ないこととしています。 

今後の使用料等改定の際に

は、改めて市民の皆様から御意

見を伺いながら手続きを進めま

す。 

3 

弓道協会の者です。改定金額

700 円は高すぎます。現在、会

員が使用する時間帯の金額は、

会員から徴収している会費

（1,000 円/月）で賄っていま

す。しかし、この２年間のコロ

ナの影響で、会員の４分の１が

辞めてしまいました。現行の

410 円から 1.7 倍上がってしま

うと、現在の会費では賄いきれ

ず、会費を上げればさらに会員

は減少してしまう可能性があり

ます。これからの公共施設のこ

とを考えれば、使用料の値上げ

は必要なことかもしれません

が、コロナ禍で競技人口が減っ

ている中、さらに利用者の足を

遠退かせるような見直しは、時

期を見誤っていませんか。値上

げ幅についても、利用者の現状

を全く把握していないと思わざ

るを得ません。 
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４ お問合せ先 

(1) 担当課名 行政経営課 

(2) 連絡先  046-225-2160 

 

５ 結果公開日 

令和４年２月９日 公開 


